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前提として
 障害福祉の現場では、サービス提供において必要な人員確保が
できず、不足している。

（事務処理がある事によって、サービスの質の低下につながる）

 障害福祉分野でも、介護分野と同様に、複数の自治体に跨がり
障害福祉サービスを提供する事業所や、介護事業と兼営する事
業所も増加している。

 障害福祉サービスの事業体系では、「事務員」という人員配置
基準上は義務付けられていない。これは、事業全体として柔軟
に人を配置できるメリットはあるが、その一方で事業全体にお
ける事務処理時間は一定の割合を占める事があり、より簡素化
する事が望まれる。



事業者にとって行政や利用者との手続負担は業務
時間のある一定の割合いを占める負担の大きなも
のである。そのような手続負担を合理化すること
で、人材不足に関しての解消につながる事も期待
できると共に、利用者さんと直接向き合う時間を
増やすことが出来るようになるため、利用者さん
に対しての利益にもつながると考える。

手続き負担を軽減する事によって





現在の指定申請手続きに必要とされる書類

兵庫県西宮市HPより

（20230118アクセス）



現在の変更届出手続きに必要とされる書類

兵庫県西宮市HPより（20230118アクセス）

同じ変更で、二つの「変更届」
が必要とされるものがある
（内容が重複するような物）



指定内容変更届出書（A）と、
総合支援法79条に基づく届出（B）

 兵庫県西宮市HPより
（20230118アクセス）

（A）第46条第１項
第46条第３項 第51
条の25第１項 第51
条の25第３項の規定
により届け出

（B）第７９条第３

項の規定により、関
係書類を添えて下記
のとおり届け出



指定申請手続き及び変更時の期限について

兵庫県西宮市HPより（20230118アクセス）



介護給付費等算定に関わる届出と添付資料群
れ

 兵庫県西宮市HPより
（20230118アクセス）

添付資料



今後の提案として
①まずは、現在の仕組みの部分で、簡素化できることがあるのではないか？

ほとんどの事業が、多くの加算によって報酬が組まれている構造である。

⇒ 報酬構造の見直し

特に、処遇改善加算に関してはもっと簡素化すべきである。

令和４年４月 ８５．３％ （特定 ５３．６％）

６年に一度ある、指定更新は必要か？

②申請や変更手続きに関しては、全てオンラインで行なえるように整備していく事。

③今回のテーマは、事業者からの申請手続きになっているが、利用者さんが行う申請関係等に関しての煩雑さの方が、

より大変だと感じる事が多いため、それらの見直しを行うことも必要である。

③最終的には、全てを一つにする「ポータルサイト」の開設

ア）国・行政、イ）事業者、ウ）利用者・市民

＊利用者に関しては、プライバシーに関わらない事以外で公表（利用率など）



 い）総合支援法・児童福祉法だけではなく

 ろ）厚労省所管の法律

 は）省庁を超えた法律事項等

この「い・ろ・は」を、全て串刺しにした、ポータルサイト

＊ は）とは、例えば、グループホームでいえば、

消防法、建築基準法、都市計画法などが関与している。

他にも、公表制度が開始されているが、うまく運用されている
とは言い難い。 ⇒ ここも連動すれば。

利用者ベースでいえば、アセスメント表、サービス等利用計画や
個別支援計画、個人記録などの連動も。



事業所

利用者

市町村

都道府県等
＊指定権者行政

国保連

指定申請・変更

受給者証の提示 サービスの利用申請

受給者証の発行

利用者台帳の登録
事業所情報の登録

事業者台帳の登録

公表制度

事業所情報の登録・更新

相談支援事業所サービス等利用計画の依頼

サービス等利用計画（案）の提出


	障害福祉分野における手続負担の軽減について
	前提として
	手続き負担を軽減する事によって
	スライド番号 4
	現在の指定申請手続きに必要とされる書類
	現在の変更届出手続きに必要とされる書類
	指定内容変更届出書（A）と、�総合支援法79条に基づく届出（B）
	指定申請手続き及び変更時の期限について
	スライド番号 9
	今後の提案として
	スライド番号 11
	スライド番号 12



